
我が国の人口構造の変化などに対応して、求められる働き方は大きく変化して
います。
30年前の1990年頃、団塊の世代が現役の中心で、労働力が豊富にありました。

当時流行語となった「２４時間タタカエマスカ」という言葉に象徴されるように、長
時間労働で、他社よりも早くサービスを提供することが求められていました。

このため、残業や休日出勤、単身赴任などに対応できる人材を中心として、企業
活動が展開されていました。

一方、30年後の今日、生産年齢人口は激減し、それに比例して、長時間労働前
提で働ける人も限られています。
私たちは、誰も経験したことのない少子高齢社会に直面しており、30年前の働き

方を見直し、女性、高齢者など、多様な人材が多様な働き方を選択できる社会に
切り替える必要があります。
そうしなければ、人材を確保できない時代である、ということです。

このような人口構造の変化こそ、働き方改革が喫緊の課題であるとされる理由
です。
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働き方改革とはどういうことか。その考え方についてご説明します。

働き方改革では、いかにして、長時間労働を縮減するとともに、企業の生産性を
高めていくか、ということが大きなポイントです。

まず、長時間労働の弊害、デメリットについて説明します。

医学的な見地から、「人間の脳が集中力を発揮できるのは、起床して１３時間以
内」であり、長時間労働は極めて能率が低い働き方だと指摘されています。

また、長時間労働が前提の働き方では、「仕事を取るか、子どもを取るか」の二
者択一を迫られ、人手不足や少子化が深刻化することになります。

さらに、従業員の集中力の低下や健康リスクの拡大、離職などにより、人手不足
がより深刻化することとなり、企業においては生産性低下、社会においては経済
や財政の悪化につながります。
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人手不足の克服には２つの柱があります。一つはワーク・ライフ・バランスの推
進、もう一つはダイバーシティです。 ダイバーシティ、「多様性」とは、年齢や性別、
障害の有無などの多様性を、単に尊重するだけではなく、それを強みにしていくと
いう考え方です。

長時間労働を前提とする働き方では、子育て中の方、親の介護をしている方は
もちろん、高齢者や障害者が企業の現場で活躍することができません。

過労死など健康被害の防止はもちろんのこと、少子高齢化、人口減少社会に
合った働き方に切り替えることによって、持続可能な企業活動を実現していく必要
があります。

働き方改革の取組は、仕事のやり方の見直しと、仕事に対する意識・風土の改
善が必要です。

働き方の見直し、具体的には、業務の効率化と生産性の向上、特に、仕事の属
人化の解消や、多様な働き方の導入を進めることが必要です。

また、仕事に対する価値観や職場風土の改善も必要です。たとえば、保育園の
お迎えで早く帰る人は、「周りに迷惑をかけている」と見られることがあります。

しかし、実際には、短時間で集中して仕事をする人の方が、時間当たりの生産性
が高く、会社に利益をもたらしており、そのように評価することが必要です。

また、現実には、早く帰った人の仕事を他の人が代わりに処理することもありま
す。その場合、そうしてお互いにカバーし合って成果を上げたチーム全体を評価す
る、ということも必要です。

これからは、誰もが時間的な制約を抱えながら働く時代である、ということを前提
として、多様な働き方を導入していく必要があります。
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